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三
朝
町
総
合
連
′
動
無
数
新
設
王
事
請
負
契
約
の
練
磨
打
つ
t
S
て
の
議
決
め

ー
部
変
更
陀
つ
S
て

次
の
と
お
里
三
朝
町
総
合
連
動
施
設
新
設
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
ノ
S
て
の
議
決
(
嶋
和
五
十
五
年

㌔

七
月
二
十
九
日
譲
駄
)
の
t
雛
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
S
て
､
地
方
自
治
法
(
鳴
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
/
)
凝
九
十
〕
ハ
条
第
1
境
の
規
定
に
よ
少
､
本
番
会
の
轟
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
六
年
一
｢
片
十
四
日

三
　
朝
.
町
　
長

玲

　

　

　

村

蕎

　

　

　

成

堵
朝
丘
讐
八
年
草
月
治
冒
席
零
可
決

ノ
　
　
　
主
朝
町
或
金
或
長
牧
由
嶺
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五
　
工
事
完
成
期
限
中
｢
昭
和
五
十
六
年
山
月
二
十
五
日
｣
を
｢
唱
和
五
十
六
年
三
月
二
十
五
日
｣
托

改
め
る
｡


